
令和７年１２月市議会定例会提出予定議案一覧 

 

提出予定議案  合計 1５件 
 

内訳： 予算案 ７件 （補正 ７件） 

 条例案 ４件 （改正 ４件） 

 一般議案 ４件  
 
 
 
 

議案番号 議案名 所属課 区分 

議案第６０号 令和７年度越前市一般会計補正予算（第５号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第６１号 令和７年度越前市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第６２号 令和７年度越前市介護保険特別会計補正予算（第１号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第６３号 令和７年度越前市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第６４号 令和７年度越前市水道事業会計補正予算（第３号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第６５号 令和７年度越前市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第６６号 令和７年度越前市下水道事業会計補正予算（第３号） 財務企画課 予算案（補正） 
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議案番号 議案名 所属課 区分 

議案第６７号 越前市自転車置場設置及び管理条例の一部改正について 地域交通課 条例案（改正） 

議案第６８号 越前市職員の給与に関する条例等の一部改正について 人事・法制課 条例案（改正） 

議案第６９号 越前市子ども・子育て支援に関する基準を定める条例の一部改正について こども未来課 条例案（改正） 

議案第７０号 越前市下水道条例及び越前市水道事業給水条例の一部改正について  上下水道課 条例案（改正） 

議案第７１号 損害の賠償について 経営戦略室 一般議案 

議案第７２号 越前市児童館の指定管理者の指定について こども未来課 一般議案 

議案第７３号 

越前市越前和紙の里紙の文化博物館、越前市越前和紙の里卯立の工芸館、

越前市越前和紙の里体験工房「パピルス館」及び越前市越前和紙の里コミュ

ニティ広場の指定管理者の指定について 

和紙・打刃物・たんす課 一般議案 

議案第７４号 越前市八ツ杉森林学習センターの指定管理者の指定について 農林整備課 一般議案 

 

-2-

資料３



条例案 ４件（改正４件） 
 
議案第６７号 越前市自転車置場設置及び管理条例の一部改正について 

概 要 
令和８年３月開業予定のハピラインふくい線しきぶ駅利用者の利便性向上を図る施設として、越前市しきぶ駅自

転車置場を設置すること及びその管理に関する事項を定めるもの 

主な内容 

１ 自転車置場の名称及び位置 

令和８年３月開業予定のハピラインふくい線しきぶ駅利用者の利便性向上のために、市が設置する自転車置場
について、しきぶ駅自転車置場を加えるもの 

 

改正前 改正後 

名称 位置 名称 位置 

越前市武生駅自転車置場 府中一丁目 1番 1 号 

同左 同左 越前市王子保駅自転車置場 四郎丸町第 54 号 6 番地の 4 

越前市たけふ新駅自転車置場 万代町 7番 25 号 

（新設） 越前市しきぶ駅自転車置場 畷町第 2 号 1番地の 10 

２ 自転車置場を利用できる車両（第３条） 

自転車置場を利用できる車両について、原動機付自転車を加えるもの 
 

 改正前 改正後 

第１号 
道路交通法第２条第１項第１１号の２に規定する 

自転車 

道路交通法第２条第１項第１０号に規定する 

原動機付自転車 

第２号 市長が特に認めたもの 
道路交通法第２条第１項第１１号の２に規定する 

自転車 

第３号 （１号繰り下げ） 市長が特に認めたもの 

第８条に規定する、長期間放置により撤去することができる車両は、第３条に掲げる車両とする 

施行期日 令和８年３月１日 

所 属 課 総合政策部 地域交通課 
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議案第６８号 越前市職員の給与に関する条例等の一部改正について 
 

概 要 
本年度の人事院勧告等を踏まえ、職員の給料月額を引き上げ、一般職及び常勤の特別職の職員の期末手当及び勤勉手

当の支給率を引き上げるほかその他所要の改正を行おうとするもの 

主な内容 

１ 給料月額の引上げ  平均引上げ率３.3％（平均１０，７８２円） 

２ 期末・勤勉手当の支給率の引上げ 

（一般職）     期末・勤勉手当  年間 4.60 月分 ⇒ 年間 4.6５月分 

（常勤の特別職） 期末手当     年間 3.45 月分 ⇒ 年間 3.5０月分 

３ その他所要の改正（主な内容） 

   災害応急作業等に従事した際の特殊勤務手当の国に準じた引上げ 

日額  ５００円（日額） ⇒ ７１０円から 1,080 円までの範囲内で規則で定める額 

施行期日 上記１及び上記２ 公布日／上記３ 令和８年４月１日 

所 属 課 総務部 人事・法制課 
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議案第６９号 越前市子ども・子育て支援に関する基準を定める条例の一部改正について 
 

概 要 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の改正に伴い、乳児等通園支援事業を実施するに当たり、所要の改正をするもの 

主な内容 

１ 乳児等通園支援事業（通称「こども誰でも通園制度」）について 

乳児等通園支援事業とは、令和８年４月１日から全国一斉に実施される新たな通園制度 

０歳６か月から満３歳未満の未就園児が、保護者の就労要件を問わずに、月一定時間の範囲で市が認可した対象事

業所を利用できる事業  

 

２ 改正内容 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（事業認可基準）並びに特定乳児等通園支援事業の運営に関す

る基準（給付認定確認基準）を定める規定を追加するもの 

 

３ 改正理由 

児童福祉法及び子ども・子育て支援法が改正され、その規定により、乳児等通園支援事業の設備及び運営について

並びに特定乳児等通園支援事業の運営について、条例で基準を定めることが義務付けられたことから、本条例を改

正し必要な基準を定めようとするもの 

 

４ 制定基準 

   内閣府令に定める基準と同基準を市の定める基準とする 

    事業認可基準の一例     ：乳児室の面積は、乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき 1.65 ㎡以上であること など 

    給付認定確認基準の一例 ：事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならないこと など  

施行期日 令和８年４月１日 

所 属 課 市民福祉部 こども未来課 
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議案第７０号 越前市下水道条例及び越前市水道事業給水条例の一部改正について 
 

概 要 
災害等の非常時において、市長が認めた場合に、他の市町村長の指定を受けた者が水道の給水装置及び下水道の

排水設備等に関する工事を行うことができるようにするもの 

主な内容 

能登半島地震において下水道の排水設備や給水装置などの復旧が長期化したことを受け、市長が指定した事業者

だけでは使用者が設置し維持管理する下水道の排水設備や給水装置などの迅速な復旧工事が困難であると市長が

認めた場合に、他の市町村長が指定した事業者がこれらの工事を行うことができるようにするもの 

※ 国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課長通知及び同水道事業課長通知により、改正するもの 

 

市下水道条例 

改正前  排水設備等の工事は、市長が指定した工事業者だけが施行できる 

改正後 
平常時 排水設備等の工事は、市長が指定した工事業者だけが施行できる 

災害時 市長が必要と認めるとき、他市町村長の指定した工事業者も施行できる 

 
 

市水道事業給水条例 

改正前  給水装置工事は、市長が指定をした指定給水装置工事事業者だけが施行できる 

改正後 
平常時 給水装置工事は、市長が指定をした指定給水装置工事事業者だけが施行できる 

災害時 市長が必要と認めるとき、他市町村長の指定をした者も施行できる 

施行期日 公布の日 

所 属 課 建設部 上下水道課 
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一般議案 ４件 
 
議案第７１号 損害の賠償について 
 

概 要 武生中央公園総合体育館南側駐車場において発生した事故にかかる損害を賠償しようとするもの 

主な内容 

 

１ 賠償の理由 令和７年１０月４日午前９時２０分頃、武生中央公園総合体育館南側駐車場におい

て、本市公用車が駐車スペースから左方向に発進する際に、左側に停まっていた相

手方所有の自動車に接触し、車体に損害を与えたので、過失割合に応じて賠償する

もの 

２ 賠償の金額 ２，１２４，２８７円 

３ 賠償の相手方 越前市小松一丁目 

法人 

所 属 課 総合政策部 経営戦略室 
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議案第７２号から議案第７４号まで 指定管理者の指定について 
 

概 要 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、指定管理者を指定しようとするもの 

主な内容 

※  詳細については、別紙のとおり 

議案第７２号 越前市児童館の指定管理者の指定について 

１ 

２ 

３ 

 

４ 

管理を行わせる公の施設 

公募・非公募の区分 

指定管理者の候補者、代表者

及び所在地 

指定期間 

越前市児童館１５館 

非公募 

社会福祉法人 越前市社会福祉協議会 会長 藤 光真 

越前市府中一丁目１１番２号 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

議案第７３号 越前市越前和紙の里紙の文化博物館、越前市越前和紙の里卯立の工芸館、越前市越前和紙の里

体験工房「パピルス館」及び越前市越前和紙の里コミュニティ広場の指定管理者の指定について  

１ 

 

 

２ 

３ 

 

４ 

管理を行わせる公の施設 

 

 

公募・非公募の区分 

指定管理者の候補者、代表者

及び所在地 

指定期間 

越前市越前和紙の里紙の文化博物館、越前市越前和紙の里卯立の工芸館、

越前市越前和紙の里体験工房「パピルス館」、越前市越前和紙の里

コミュニティ広場 

公募 

福井県和紙工業協同組合 理事長 五十嵐 康三 

越前市大滝町第１１号１１番地 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

議案第７４号 越前市八ツ杉森林学習センターの指定管理者の指定について 

１ 

２ 

３ 

 

４ 

管理を行わせる公の施設 

公募・非公募の区分 

指定管理者の候補者、代表者

及び所在地 

指定期間 

越前市八ツ杉森林学習センター 

公募 

公益財団法人 越前市文化振興・施設管理事業団 理事長 奥田 健雄 

越前市高瀬二丁目３番３号 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

所 属 課 市民福祉部 こども未来課／産業観光部 和紙・打刃物・たんす課／環境農林部 農林整備課 
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指定管理者の指定について説明資料

配点

1 10点

2 35点

3 30点

4 20点

5 5点

100点

社会福祉施設指定管理者選定委員会
の委員内訳

常設委員

仁愛大学大学院・人間学研究科長  森　俊之

主任児童委員（第２地区）  岡川　聖代

学識経験者  棟田　新吾

坂口ひだまりクラブ代表

議案第７２号 議案名 越前市児童館の指定管理者の指定について

管理を行わせる公の施設 越前市児童館１５館

 山岡　佳代子

応募者、代表者及び所在地
（非公募の場合は、候補者、代表者及び所在地）

社会福祉法人　越前市社会福祉協議会　会長　藤　光真
越前市府中一丁目１１番２号

市民福祉部長  笹田　和子

財産管理課長  若林　宏徳

募集（管理）の単位の考え方 　効率的な運用や施設の連携等を考慮し、越前市児童館１５施設を１つの単位とした

公募・非公募の区分
非公募の場合、その理由

公募　・　非公募

　指定管理者の候補者である社会福祉法人　越前市社会福祉協議会は、児童厚生員
　を常勤雇用し、各児童館の利用状況に応じた弾力的かつ適正な人員配置が可能なこ
　とに加え、児童の健全育成を高い水準で行える高度な技術やノウハウを有しているこ
　とが、越前市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条第１項
　の規定に該当するため

募集期間（非公募の場合、提出期限） 令和７年９月１６日まで

税理士  伊藤　憲司

選定委員会の開催回数 ２回（令和７年７月１５日、令和７年１０月１０日）

指定管理委託料上限額（事前公表） ６６３，８５０千円

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

債務負担行為額（５年間総額） ６６３，８５０千円

　審査結果

評価項目
社会福祉法人

越前市社会福祉協議会

公の施設の適切な維持及び管理に係る経費の縮減が図られ
るものであること。
（条例第４条第３号）

22.0点

市民の平等な利用が図られること。
（条例第４条第１号） 8.3点

公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
（条例第４条第２号） 29.0点

合　　　　　　　計 79.6点

公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規
模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
（条例第４条第４号）

16.3点

前各号に掲げるもののほか、市長等が公の施設の性質又は目
的に応じて指定する基準。
（条例第４条第５号）

4.0点
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指定管理者の指定について説明資料

配点

1 10点

2 25点

15点

4 30点

5 10点

100点

3

公の施設の適切な維持及び管理に係る経費の縮減が図られ
るものであること。
（条例第４条第３号）

10.2点

合　　　　　　　計 75.6点

公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規
模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
（条例第４条第４号）

22.0点

前各号に掲げるもののほか、市長等が公の施設の性質又は目
的に応じて指定する基準。
（条例第４条第５号）

7.4点

提案額の評価点（条例第４条第３号）
10点×最低提案額／申請者提案額（小数点第２位四捨五入） 10点

10.0点

10点×260,000千円
／260,000千円

市民の平等な利用が図られること。
（条例第４条第１号） 7.6点

公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
（条例第４条第２号） 18.4点

債務負担行為額（５年間総額） 　２６０，０００千円

　審査結果

評価項目 福井県和紙工業協同組合

募集（管理）の単位の考え方 　効率的な運用や施設の連携等を考慮し、越前和紙の里4施設を１つの単位とする。

選定委員会の開催回数

指定管理委託料上限額（事前公表）

指定期間

公募・非公募の区分
非公募の場合、その理由

　公募　・　非公募

募集期間（非公募の場合、提出期限） 　令和７年８月１日から令和７年９月１６日まで

応募者、代表者及び所在地
（非公募の場合は、候補者、代表者及び所在地）

　福井県和紙工業協同組合　理事長　五十嵐　康三
　越前市大滝町１１号１１番地

　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

　２６０，０００千円

　２回（令和７年７月１５日、令和７年１０月１７日）

 日野岡　金治

　産業観光部長  川端　武治

　財産管理課長  若林　宏徳

　税理士  木村　龍太郎

議案第７３号 議案名
 越前市越前和紙の里紙の文化博物館、越前市越前和紙の里卯立の工芸館、越前
 市越前和紙の里体験工房「パピルス館」及び越前市越前和紙の里コミュニティ広場
 の 指定管理者の指定について

管理を行わせる公の施設
 越前市越前和紙の里紙の文化博物館、越前市越前和紙の里卯立の工芸館、越前市
 越前和紙の里体験工房「パピルス館」及び越前市越前和紙の里コミュニティ広場

産業振興施設指定管理者選定委員会
の委員内訳

常設委員

　越前市商工会事務局長  渡辺　亜由美

　越前市観光協会事務局長  西野　吉幸

　福井県工業技術センター  渡邉　暢子

　（一社）木育推進委員会理事

-10-



指定管理者の指定について説明資料

配点

1 10点

2 30点

20点

4 20点

5 10点

100点

（一社）木育推進委員会理事  日野岡　金治

税理士  木村　龍太郎

 渡辺　亜由美

越前市観光協会事務局長  西野　吉幸

福井県工業技術センター  渡邉　暢子

議案第７４号 議案名 越前市八ツ杉森林学習センターの指定管理者の指定について

管理を行わせる公の施設 越前市八ツ杉森林学習センター

応募者、代表者及び所在地
（非公募の場合は、候補者、代表者及び所在地）

①公益財団法人　越前市文化振興・施設管理事業団　理事長　奥田　健雄
   越前市高瀬二丁目３番３号

②一般社団法人和ハーブ協会　代表理事　古谷 暢基
   東京都中央区銀座４丁目１１番７号　第２上原ビル６F

環境農林部長  中島　康雄

財産管理課長  若林　宏徳

募集（管理）の単位の考え方 　施設の特性により施設ごとに募集した（施設の特化）

公募・非公募の区分
非公募の場合、その理由

公募　・　非公募

募集期間（非公募の場合、提出期限） 令和７年８月１日から令和７年９月１６日まで

産業振興施設指定管理者選定委員会
の委員内訳

常設委員

越前市商工会事務局長

市民の平等な利用が図られること。
（条例第４条第１号）

公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
（条例第４条第２号）

11.0点

選定委員会の開催回数 ２回（令和７年７月１５日、令和７年１０月１７日）

　審査結果

評価項目

指定管理委託料上限額（事前公表） １５２，３５０千円

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

債務負担行為額（５年間総額） １５１，５７４千円

3

公の施設の適切な維持及び管理に係る経費の縮減が図られ
るものであること。
（条例第４条第３号）

提案額の評価点（条例第４条第３号）
10点×最低提案額／申請者提案額（小数点第２位四捨五入）

前各号に掲げるもののほか、市長等が公の施設の性質又は目
的に応じて指定する基準。
（条例第４条第５号）

合　　　　　　　計 63.0点

5.6点

公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規
模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
（条例第４条第４号）

10点

10点×146,750千円
／146,750千円

10.0点

11.6点

18.2点

6.6点

一般社団法人
和ハーブ協会

78.3点

7.8点

16.2点

10点×146,750千円
／151,574千円

9.7点

15.0点

21.2点

8.4点

公益財団法人
越前市文化振興・
施設管理事業団
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